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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
道
路
の
路
線
名
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

路
線

新
旧

道
路
の

路
　
　
　
　
　
線
　
　
　
　
　
名

備
　
　
　
　
　
　
　
考

番
号

の
別

種
類

３

旧

県
道

甲
府
市
川
大
門
線

新

県
道

甲
府
市
川
三
郷
線

４

旧

県
道

市
川
大
門
鰍
沢
線

新

県
道

市
川
三
郷
鰍
沢
線

９

旧

県
道

市
川
大
門
下
部
身
延
線

新

県
道

市
川
三
郷
身
延
線

６

旧

県
道

八
代
芦
川
三
珠
線

３

新

県
道

笛
吹
芦
川
市
川
三
郷
線

７

旧

県
道

市
川
大
門
山
梨
自
転
車
道
線

１４

新

県
道

市
川
三
郷
山
梨
自
転
車
道
線

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
九
月
十
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
八
ヶ
岳
南
麓
種
を
ま
く
人

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
雨
宮
裕
代

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
高
根
町
長
沢
二
千
六
百
三
十
二
番
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
ヶ
岳
南
麓
地
域
を
訪
れ
る
多
く
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
農
業
体
験
と
自
然
学

習
に
関
す
る
事
業
、
乗
馬
教
室
・
写
真
教
室
の
管
理
運
営
事
業
を
行
い
、
社
会
教
育
の
推
進
と
子

ど
も
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
人
た
ち
や
県
内
外
の
農
家

に
対
し
て
Ｅ
Ｍ
農
法
の
普
及
活
動
事
業
を
行
い
、
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

さ
ら
に
は
、
八
ヶ
岳
南
麓
地
域
に
対
し
て
、
八
ヶ
岳
南
麓
地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

こ
の
地
域
を
訪
れ
る
人
た
ち
と
地
域
住
民
と
の
ふ
れ
あ
い
に
よ
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
八
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年十

月
三
日

第
千
六
百
八
号

月　曜　日



三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
四
日
ま
で

'
建
築
協
定
に
加
わ
る
旨
の
届
出

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
双

葉
・
響
が
丘
（
第
二
期
）
建
築
協
定
（
建
築
協
定
認
可
第
十
九
号
）
に
加
わ
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
字
流
通
団
地
三
三
四
三
の
一
、
三
三
四
四
の
一
及
び
三
三
四
五
の
一
の

区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
三
千
四
百
五
十
二
番
地
　
中
込
サ
キ

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
字
水
呑
三
〇
一
四
の
一
、
三
〇
一
六
、
三
〇
一
六
の
二
、
三
〇
一
七
、
三

〇
一
七
の
二
、
三
〇
一
八
の
一
、
三
〇
一
八
の
二
、
三
〇
一
九
、
三
〇
二
〇
の
二
、
三
〇
二
一
の
一
、

三
〇
二
一
の
二
及
び
三
〇
二
二
並
び
に
字
上
原
一
七
一
五
の
二
、
一
七
一
九
、
一
七
二
〇
の
一
、
一

七
二
〇
の
二
、
一
九
五
九
の
五
、
一
九
五
九
の
六
、
一
九
五
九
の
七
及
び
一
九
六
四
の
二
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

神
奈
川
県
横
浜
市
泉
区
和
泉
町
三
千
八
百
六
十
四
番
地
　
ユ
ー
ジ
ー
エ
ム
株
式
会
社
　
　
代
表
取
　

締
役
　
氏
神
健
司

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
（
山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
）

八
一

下

終
わ
り
か
ら
十
一
行
目
か
ら
十
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
食
品
衛
生
責
任
者
の
選
任
等
）

○
　
平
成
十
七
年
六
月
九
日
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
（
庁
中
処
務
細
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令
）

四
一
九

上

十
三

第
四
十
条
第
四
号

第
四
十
条
第
四
項

○
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
七
日
山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
（
山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令
）

四
九
〇

上

十
四

第
六
号
と
し

第
四
号
と
し

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
号
　
　
平
成
十
七
年
十
月
三
日

六
八
二


